
任期付職員の募集について 
 

さいたま地方検察庁では、任期付職員（育休代替）の募集をしています。 

概要は以下のとおりです。 

 

１ 任期及び勤務を要する日 

令和８年５月２９日から令和８年９月３０日まで 

※始期及び終期については、前後する可能性あり（応相談）。 

毎週月曜日から金曜日（ただし、休日及び祝日は勤務を要しない。） 

 

２ 勤務時間 

  原則として、午前８時３０分から午後５時１５分まで（午後零時から午後１時までは

休憩時間） 

 

３ 勤務場所 

  さいたま地方検察庁 さいたま市浦和区高砂３－１６－５８  

  （最寄り駅 ＪＲ「浦和駅」徒歩約１３分、ＪＲ「中浦和駅」徒歩約１５分） 

 

４ 業務内容 

  一般行政事務補助 

  郵便物の受発送、コピー、書類作成、電話応対、来庁者対応、各帳簿への記入と集計、

パソコンによる入力、帳票類の作成等、書類逓付 

 

５ 基本給等 

  採用時の俸給月額（基本給に相当）は、行政職（一）俸給表１級１号俸（行政職（一）

俸給表初任給基準表の「その他」の区分）を基礎として、採用者が職務経験等を有する

場合はその職務経験年数等を踏まえた経験年数と同程度の経験年数を有する当庁の職

員が受けている俸給月額を参考にしつつ、採用される官職の職務に加え、採用者の経歴

や能力等を考慮して決定します。 

（例） 行政職（一）俸給表初任給基準表の「その他」区分の適用を受ける１年未満の経

験年数を有する場合の俸給額（地域手当を含む。）      ２２１，２５４円 

    行政職（一）俸給表初任給基準表の「その他」区分の適用を受ける１９年程度の

経験年数を有する場合の俸給額（地域手当を含む。）     ２９２，３３１円 

  なお、上記のほか、要件に該当する場合、扶養手当、住居手当、通勤手当等が支給さ

れます。 

 

６ 応募資格 

  以下いずれかに該当する方は応募できませんので、御了承ください。 

  ・日本国籍を有しない者 

  ・国家公務員法第３８条の規定により国家公務員になることができない者 

 

７ 申込方法 

 電話連絡の上、履歴書（顔写真添付）及び職務経歴書を送付願います。    

                              

８ 申込み、問合せ先                     

  さいたま地方検察庁事務局人事課人事第一係 

  TEL ０４８―８６３－２２２１（内線２１９、２８７）  
さいたま地検広報キャラクター 

しらこばちゃん 


